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　安全で安心な暮らしを手に入れ
るためにはどうしたらいいので
しょうか。
　「今、本当に知りたいこと～くら
しの安全・安心～」をテーマに、講
演や展示などを行います。消費生
活について一緒に考えてみません
か。
◇期間　６月８日（月）～ 13日（土）
◇場所　市役所
◇主催　昭島市
◇ 運営　第44回昭島市消費生活展
実行委員会
☆詳しくは、同実行委員会事務局
（市役所暮らしの安全係内）へ。

◎�DVD上映会�
「放射線を浴びたＸ年後」

　1954年に南の海で行われた水爆
実験のＸ年後についてのドキュメ
ンタリーです。
◇ 日時　６月13日（土）の午前11時
～午後０時20分

◇ 場所　市役所市民ホール

◎�講演会「TPPで私たちの�
くらしはどうなるの」

◇ 日時　６月13日（土）の午後１時
～２時30分

◇ 場所　市役所市民ホール
◇ 講師　鈴木宣弘さん（東京大学大
学院教授）

◇ 定員　100人（申込順）
◇ 保育　２歳以上
の未就学児６
人（申込順）

☆申し込みは、５
月18日から暮らし 
の安全係へ。

◎土曜消費生活相談
　専門の相談員が、契約・商品購
入のトラブルなどの相談に応じま
す。
◇ 日時　６月13日（土）の午前10時
～午後３時

※受け付けは、午後２時までです。
☆申し込みは、市役所
市民ロビーのパネル展
示コーナーへ。

◎リサイクル図書の配布
◇ 日時　６月13日（土）の午前10時
～午後１時

◇ 場所　市役所市民ロビー

◎アンケート
　回答していただいた方には、粗
品を差し上げます。
◇ 日時　６月８日（月）～ 13日（土）
の午前10時～午後４時

◇ 場所　市役所市民ロビー

◎パネル展示
◇ 日時　６月８日（月）～ 13日（土）
の午前10時～午後４時

◇ 場所　市役所市民ロビー
◇ 内容　バス見学・学習会「変わり
ゆく昭島のまちづくりを見る・
知る・考える」の報告、食・農だ
けじゃないTPP、食の安全、節
電・省エネ、大気汚染調査、
化学物質、家庭の中の子ど
もの危険、地場野菜、学校
給食、昭島の水道水など 

▲鈴木宣弘さん

第44回昭島市消費生活展
「今、本当に知りたいこと～くらしの安全・安心～」

水道部キャラクター　ちかっぱー▲
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さ
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